
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度
」
は
、

販
売
価
格
が
生
産
コ
ス
ト
を
恒
常
的
に

下
回
っ
て
い
る
作
物
を
対
象
に
、
そ
の

差
額
を
生
産
農
家
に
補
償
す
る
制
度
で

す
。
農
業
経
営
を
支
援
す
る
こ
と
で
、

食
料
自
給
率
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
な
ど

を
狙
い
と
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
対
象
要
件
な
ど
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
い
内
容
は
、
市
農

業
再
生
協
議
会
（
農
林
振
興
課
内
）
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
畑
作
物
の
所
得
補
償
交
付
金

麦
、
大
豆
、
そ
ば
、
な
た
ね
の
当
年

産
の
出
荷
・
販
売
数
量
に
基
づ
き
、
品

質
に
応
じ
た
単
価
（
全
国
一
律
）
に
よ

り
交
付
さ
れ
ま
す
。

＊
対
象
農
地
は
、
水
田
だ
け
で
な
く
、

畑
地
（
地
目
が
畑
）
も
対
象
と
な
り

ま
す
。

●
米
の
所
得
補
償
交
付
金

（
１
５，
０
０
０
円
／
10
a
）

米
の
生
産
数
量
目
標
に
従
っ
て
生
産

を
行
っ
た
販
売
農
家
・
集
落
営
農
に
交

付
さ
れ
ま
す
。

＊
た
だ
し
、
主
食
用
米
の
作
付
面
積
か

ら
自
家
消
費
米
相
当
分
と
し
て
一
律

10
a
控
除
し
て
算
定
さ
れ
ま
す
。

●
水
田
活
用
の
所
得
補
償
交
付
金

販
売
目
的
で
対
象
作
物
を
生
産
す
る

販
売
農
家
・
集
落
営
農
に
交
付
さ
れ
ま

す
。

①
戦
略
作
物
助
成

▽
麦
、
大
豆
、
飼
料
作
物

３
５，
０
０
０
円
／
10
a

▽
米
粉
用
米
、
飼
料
用
米
、
Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
稲

８
０，
０
０
０
円
／
10
a

▽
そ
ば
、
な
た
ね
、
加
工
用
米

２
０，
０
０
０
円
／
10
a

②
二
毛
作
助
成

１
５，
０
０
０
円
／
10
a

③
耕
畜
連
携
助
成１

３，
０
０
０
円
／
10
a

④
産
地
資
金
（
滋
賀
県
）

▽
麦
・
大
豆
生
産
性
、
品
質
向
上
助
成

３，
０
０
０
円
／
10
a

▽
W
C
S
用
稲
団
地
化
助
成

３，
０
０
０
円
／
10
a

▽
飼
料
用
米
生
産
性
向
上
助
成

１，
５
０
０
円
／
10
a

⑤
産
地
資
金
（
米
原
市
）

▽
野
菜
・
雑
穀
・
花
き
・
特
用
作
物
助
成

２
５，
０
０
０
円
／
10
a

▽
地
力
増
進
作
物
助
成

６，
０
０
０
円
／
10
a

▽
麦
あ
と
野
菜
・
雑
穀
・
花
き
・

特
用
作
物
助
成１

２，
０
０
０
円
／
10
a

▽
担
い
手
助
成

４，
０
０
０
円
／
10
a

▽
団
地
化
加
算
（
そ
ば
）

３，
０
０
０
円
／
10
a

平成23年度
「情報公開制度」
「個人情報保護制度」

の運用状況

公
正
で
開
か
れ
た
市
政
の
推
進
を
目

指
し
、
市
政
へ
の
市
民
参
加
を
促
進
す

る
た
め
、
情
報
公
開
制
度
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
本
市
が
保
有
す
る
個

人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
と
自
己
情
報

の
開
示
請
求
等
の
手
続
き
を
定
め
た
個

人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
市
民
の
権

利
利
益
の
保
護
に
努
め
て
い
ま
す
。

平
成
23
年
の
情
報
公
開
制
度
運
用
状

況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
平

成
23
年
度
に
お
い
て
個
人
情
報
の
開
示

請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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交
付
金
の
種
類
と
交
付
額

お
問
い
合
わ
せ

市
農
業
再
生
協
議
会(

伊
吹
庁
舎
農
林
振
興
課
内)

1
５
８
―
２
２
２
８

5
５
８
―
１
７
１
９

近
畿
農
政
局
東
近
江
地
域
セ
ン
タ
ー

1
０
７
４
８
―
２
３
―
３
８
４
１

農
業
者
の
み
な
さ
ん
へ 

平
成

年
度 

農
業
者
戸
別 

所
得
補
償
制
度
に
つ
い
て 

24 

市農業再生協議会からのおしらせ 
（農林振興課） 

お問い合わせ
総務部総務課(米原庁舎)
152－1552 552－4447

実施
機関

処理状況

公開
請
求
件
数

非
公
開

不
存
在

取
下
げ

全
部
一
部

市長 １４１８２

０２０２１

０００１０

１６１３

教育
委員会

農業
委員会

合計 11

16

５

１

22
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高
齢
受
給
者
証
の
更
新
に
つ
い
て

現
在
お
手
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
高

齢
受
給
者
証
（
薄
緑
色
）
は
７
月
31
日

で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
８
月
１
日

か
ら
お
使
い
い
た
だ
く
高
齢
受
給
者
証

(

薄
橙
色)

は
、
７
月
下
旬
頃
郵
送
し
ま
す
。

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
が
届
い
た
ら
、

記
載
事
項(

住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
等)

を
ご
確
認
の
う
え
、
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
の
窓

口
負
担
は
「
１
割
」、
ま
た
は
現
役
並
み
所

得
の
あ
る
方
は
「
３
割
」
と
な
り
ま
す
。

当
該
年
度
の
市
・
県
民
税
の
課
税
所

得
が
（
所
得
か
ら
各
種
控
除
を
引
い
た

額
）
が
１
４
５
万
円
以
上
で
あ
る
70
歳

以
上
の
国
保
加
入
者
が
い
る
世
帯
に
属

す
る
方
が
「
現
役
並
み
所
得
者
」
に
な
り
、

一
部
負
担
割
合
が
３
割
と
な
り
ま
す
。

医
療
制
度
が
改
正
さ
れ
、
平
成
24
年

４
月
か
ら
一
部
（
１
割
負
担)
の
70
歳
以

上
か
ら
74
歳
の
高
齢
受
給
者
の
負
担
割

合
が
、
１
割
か
ら
２
割
に
見
直
さ
れ
る

(

３
割
負
担
の
方
は
そ
の
ま
ま)

予
定
と
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
25
年
３
月
末

ま
で
窓
口
負
担
割
合
を
１
割
に
据
え
置

く
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

の
一
部
負
担
割
合
の
表
記
が
「
２
割(

平

成
25
年
３
月
31
日
ま
で
は
１
割)

」
と
な

っ
て
い
ま
す
。

国
保

〜

歳
の
み
な
さ
ん
へ 

高
齢
受
給
者
証
の
更
新
と 

医
療
機
関
で
の 

一
部
負
担
割
合
に
つ
い
て 

70 

74 

保険課からのおしらせ 

7月下旬に新しい
高齢受給者証(薄橙色)を
送付します!

医
療
機
関
で
の
一
部
負
担
割
合

現
役
並
み
所
得
者
と
は
・
・
・
？

一
部
負
担
割
合
の

見
直
し
の
凍
結
に
つ
い
て

お問い合わせ 市民部 保険課(近江庁舎） 1５２―６９２２ 5５２―８７３０

未 満

未 満

以
上

以
上

国民健康保険 高齢受給者の窓口負担割合の判定基準

同世帯の70歳～74歳の国保加入者(国保高齢受給者)の方の課税標準額および収入
額により判定(世帯単位)

（注）平成23年中の収入から必要経費や年金控除などを引いた額が「所得」となり、
更に市県民税の各種所得控除を差し引いた額を「課税所得」といいます。

★『後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置』
国保高齢者１人世帯の収入383万円以上の方で、同じ世帯に
元々国保であった後期高齢者医療制度加入者がおられる場合

平成24年度
市県民税の
課税所得（注）

145万円

2割（平成25年3月31日までは1割）

3割

3割

2割
（平成25年3月31日までは1割）

3割

未 満

高齢者2人以上世帯 520万円
合計収入額

申請により

以 上

以
上

高齢者1人世帯 383万円
合計収入額

2割（平成25年3月31日までは1割）
申請により

520万円国保高齢受給者と旧国保の
後期高齢者の収入合計額 以上

未満


